
新城市高齢者安全運転支援装置設置促進事業費補助金交付要綱

（目的）

第１条 この要綱は、新城市補助金等交付規則（平成１７年新城市規則第４３号。以

下「規則」という。）に定めるもののほか、自動車を使用する高齢者に対し、当該

自動車に安全運転支援装置を設置する経費の一部を補助することにより、運転能力

等が低下した高齢者の自動車の運転による交通事故を防止し、もって、交通安全対

策の推進に寄与することを目的とする。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。

⑴ 安全運転支援装置 自動車の購入後に設置するものであって、国土交通省の性

能認定を受けた自動車の運転に係るペダルの踏み間違いによる急加速を抑制する

装置又はペダルの踏み間違いを防止する装置をいう。

⑵ 自動車 道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第２条第２項に規定す

る自動車（自動二輪車を除く。）をいう。

（補助対象者）

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次に掲げ

る事項のいずれにも該当するものとする。

⑴ 市内に住所を有し、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の規定により、

市の住民基本台帳に記録されている者であること。

⑵ 第６条の規定により補助金の交付を申請する年度において、満６５歳以上であ

ること。

⑶ 有効期間の範囲内の自動車運転免許証（道路交通法（昭和３５年法律第１０５

号）第９２条第１項の運転免許証をいう。以下同じ。）を所有していること。

⑷ 市税及び自動車税を滞納していないこと。

⑸ 安全運転支援装置を設置する自動車の自動車検査証に記載されている使用者で

あること。

⑹ 転売等を目的として安全運転支援装置を設置するものではないこと。

⑺ 安全運転支援装置を設置する自動車を個人の用途に供すること。



⑻ 新城市暴力団排除条例（平成２３年新城市条例第１号）に規定する暴力団員又

は暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有する者でないこと。

⑼ 安全運転支援装置の販売及び設置をした事業者から機能及び適切な使用方法に

ついて説明を受けていること。

⑽ 第５条第１項に規定する補助対象経費と同一の経費に対する他の補助金等の交

付を受けていないこと。

⑾ 安全運転支援装置の設置後に発生した事故又は車両の故障について、市が一切

の責任を負わないことについて了承すること。

⑿ 安全運転支援装置設置後１年以上その装置を使用すること。ただし、次のいず

れかに該当する場合は、この限りでない。

ア 天災等による破損等自己の責めに帰すべき事由以外の事由で安全運転支援装

置を処分するとき。

イ 病気等の事由により自動車の運転が困難になったとき、又は自動車運転免許

証を返納したとき。

ウ その他市長が適当であると認めるとき。

⒀ 前各号の要件に反することが補助金交付後に判明した場合は、市に対して補助

金を返還することについて了承すること。

（補助金の対象となる自動車）

第４条 補助対象者が使用する自動車は、次に掲げる事項のいずれにも該当するもの

とする。

⑴ 安全運転支援装置を設置することが可能であること。

⑵ 自動車検査証の「自家用・事業用の別」欄に「自家用」と記載されたものであ

ること。

⑶ 安全運転支援装置を設置した自動車が、設置後も道路運送車両の保安基準（昭

和２６年運輸省令第６７号）に適合すること。

（補助金の額等）

第５条 補助金の額は、次の表のとおりとする。

補助対象経費 補助基準額
安全運転支援装置

の種類
限度額



２ 前項の補助対象経費には、消費税及び地方消費税を含むものとする。ただし、設

置に際して行った自動車の故障箇所の修理若しくは補修又は改良若しくは改造に係

る費用を除く。

３ 第１項に規定する額に１，０００円未満の端数が生じるときは、これを切り捨て

た額とする。

４ 補助金の交付は、補助対象者１人につき１回限りとする。

（交付の申請）

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、市長に対し、購入及び設置をした年度

の３月１日までに、新城市高齢者安全運転支援装置設置促進事業費補助金交付申請

書（様式第１）に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

⑴ 安全運転支援装置の販売及び設置をした事業者が発行した領収書の写し

⑵ 購入及び設置をした安全運転支援装置のカタログ等機能が分かる書類

⑶ 安全運転支援装置販売・設置証明書（様式第２）

⑷ 交付対象者の自動車運転免許証の写し

⑸ 補助金の交付の対象となる自動車の自動車検査証の写し

⑹ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類

（交付の決定）

第７条 市長は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査し、

適当であると認めるときは、補助金の交付の決定を行うものとする。

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、速やかに新城市高

齢者安全運転支援装置設置促進事業費補助金交付決定通知書(様式第３）により前

条の規定による申請をした者に通知するものとする。

（補助金の請求及び交付）

第８条 前条第１項の規定による補助金の交付の決定を受けた者は、速やかに新城市

高齢者安全運転支援装置設置促進事業費補助金請求書（様式第４）により、市長に

対し、当該補助金の交付を請求するものとする。

安全運転支援装置

の購入及び設置に

要した費用

補助対象経費

に２分の１を

乗じて得た額

障害物検知機能付き急発

進等抑制装置等

３２，０００円

急発進等抑制装置等（障

害物検知機能なし）

１６，０００円



２ 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するもの

とする。

（その他）

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、令和３年２月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和３年１０月３０日から施行する。

附 則

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。

附 則（令和５年３月２７日改正）

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。


